
基 登第 040i015 号 

平成 15 年 4 月 1 日 

都道府県労働局長 殿 

厚生労働省 労 ・ 働 基準局長 

( 公 印 省 略 ) 

申告・相談等の 対応に当たって 留意すべき事項について 

産業構造や雇用、 就業形態が大きく 変化しつつあ る中、 これに伴い労働条件を 

めぐる諸問題も 複雑かつ広範なものとなっており、 特に、 昨今の長引く 景気低迷 

を 反映して解雇、 賃金不払等に 関する事案が 高水準で推移している。 労働基準監 

督 機関 ( 以下「監督機関」という。 ) としては、 この ょう な状況下にあ って、 申 

告・相談に係る 行政需要に的確に 対応することに ょ り、 国民の期待に 応え、 その 

社会的役割を 果たすことがますます 重要となってきている。 

また、 個別労働関係紛争の 解決の促進に 関する法律 ( 以下「個別労働紛争解決 

法」という。 ) に基づく個別労働紛争解決制度の 円滑な運用も 念頭に置いて 申告 

・相談に対応することが 必要であ る。 

このため、 申告・相談等の 対応に当たっては、 今まで数次にわたり 指示してき 

たところによるほか、 下記の事項に 留意の上、 今後とも積極的かっ 効果的な行政 

展開に努められた い 。 

なお、 平成 13 年 9 月 25 日付 け基 登第 852 号「申告・相談等に 対する対応 

に当たって留意すべき 事項について」は、 本通達をもって 廃止する。 

- 己 

i  申告・相談に 対する基本的対応 

(1). 労働条件に係る 申告・相談がなされた 場合には、 引き続き、 平成 6 年 8 

月 16 日付け 基 登第 140 号 ( 改正平成 8 年 2 月 20 日付け 基 登第 69   号 ) 

「解雇、 賃金不払等に 対する対応について」に 基づき的確な 対応を行 うこ 

戸っ - 

なお、 相談の対応に 当たっては、 平成比年 4 月 1 日付け厚生労働省発 

地第 0401002 号、 墓祭 第 0401014 号、 職業第 0401029 号、 雇 児発 0401 

011 号「個別労働関係紛争の 解決の促進に 関する法律に 基づく個別労働 紛 

    



争 解決制度の運用について」に 基づいて定められた「個別労働紛争解決業 

務取扱要領」 @ こ よる様式 1 「労働相談 票 」を活用すること。 
  

また、 申告。 相談の内容は、 一般労働条件確保。 改善対策の推進上、 重 

要 な情報であ ることを踏まえ、 総合労働相談コーナー ( 以下「コーナー」 

という。 ) に寄せられる 相談も含め、 必要な分析を 行い、 重点対象の選定等 

に当たり活用すること。 
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 2  個別労働紛争解決制度に 係る対応 

(1) 個別労働紛争解決制度に 係る事務処理 は 、 都道府県労働局 ( 以下「 局 」 

という。 ) 総務部企画室において 一元的に行うものであ るが、 個別労働紛争 

を 含む申告・相談の 多くば署に対して 行われるものであ ること等から、 局 

片 "/ 旨 。 八占 " 戸 ". 。 Ⅱ " ル 

労働基準部及び 暑 @, こおいても、 ・「個別労働紛争解決業務取扱要領」 l, こ 示され 



だ 範囲において 連携。 協力するものであ ること。 

(2) 都道府県労働局長が 行 う 助言又は指導は、 申出に係る事項の 民事的効力 l, こ 

影響を与えるものではな、 ， 、 ことから、 助言文 は 指導を行ったことをもって 申 

出に係る事項に 関連するものの 法令違反の成否に 影響を及ぼすものではない 

、 と   

例えば、 就業規則に基づき、 懲戒解雇処分を 受けた結果、 退職金が支払 期 

日に支払われなかった 事案であ って、 申出人が当該懲戒処分は 無効であ る 旨 

主張しているものについて、 都道府県労働局長が 当該処分が公序良俗に 反し 

ていることが 明白であ るとの判断のもと、 当該処分を撤回するよ う 指導した 

場合であ っても、 そのことをもって 直ちに退職金の 不 払は ついて法令違反と 

なるものではないこと。 


